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五
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令
和
三
年
三
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一
九

山
梨
県
公
報

第
百
七
十
五
号

令
和
三
年三

月
十
八
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
寄
附
金
税
額
控
除
対
象
法
人
の
指
定
の
一
部
改
正	

一
一
九

○
道
路
の
路
線
変
更	

一
一
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
一
九

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

一
二
〇

○
公
共
測
量
の
終
了	

一
二
〇

○
基
本
測
量
の
実
施	

一
二
〇

○
公
共
測
量
の
実
施
（
三
件
）	

一
二
〇

○
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧	

一
二
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
八
十
六
号

山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
寄
附
金
税
額
控
除
対
象
法
人
の
指
定
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
告
示
第

五
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

令
和
三
年
三
月

八
日

公
益
財
団
法
人
オ
イ
ス

カ

甲
府
市
武
田
一
丁
目
二
番
五
号
　
山

梨
県
治
山
林
道
協
会
会
館
三
階

山
梨
県
告
示
第
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道

の
路
線
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所

（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

整
理
番

号

旧
新
の

別

路
線
名

起
点

終
点

重
要
な
経
過
地

64

旧

鰍
沢
口
停
車
場

線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢

新

鰍
沢
口
停
車
場

線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢

山
梨
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
七
号

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
横
川
五
一

四
八
番
二
一
地
先
か
ら

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
横
川
五
一

四
八
番
二
六
地
先
ま
で

　
一
三
八
・
三

令
和
三
年
三

月
十
八
日

公
　
　
　
告



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
五
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
八
日

一
二
〇

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
）

二
　
測
量
の
地
域
　
甲
府
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
三
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
峡
南
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
五
百
）
）

二
　
測
量
の
地
域
　
身
延
町
及
び
南
部
町

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
四
月
五
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
令
和
三
年
三
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

1
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
じ
い
ろ
の
わ

2
　
代
表
者
の
氏
名
　
土
屋
茂

3
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
美
咲
二
丁
目
十
五
番
十
六
号

4
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
　
こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
、
被
災
者
、
貧
困
者
及
び
そ
の
困
窮
す
る

実
態
に
陥
る
人
々
に
対
し
て
、
衣
食
住
の
支
援
や
提
供
及
び
生
活
や
精
神
的
な
支
援
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
も
っ
て
、
地
域
の
活
性
化
及
び
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
令
和
三
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
富
士
川
砂
防
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
川
砂
防
事
務
所
管
内
　
釜
無
川
流
域
及
び
早
川
流
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
六
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
一
日
ま
で

◉
　
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
五
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
八
日

一
二
一

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
十
五
号
住
吉
四
丁
目
善
光
寺
線
）

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
五
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
八
日

一
二
二


